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令 和 ５ 年 ７ 月 １ ０ 日 

 

報 道 各 位 

新潟市循環社会推進課 

 

新潟市新焼却施設整備に係る環境影響評価準備書の縦覧 

及び説明会の開催について 

 

当市では、令和１１年度の稼働に向けて、亀田清掃センター建替えによる新焼却施設整備

事業を進めています。この度、新潟市環境影響評価条例に基づく手続きとして「環境影響評

価準備書（以下「準備書」という。）」の縦覧及び準備書に関する説明会を開催します。 

つきましては、本件の周知について、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 
 

 

 

 

 

 

 

１ 縦覧書類 新潟市新焼却施設整備事業に係る準備書及び要約書 

 

２ 縦覧期間 令和５年７月１０日（月）から令和５年８月９日（水） 

 

３ 縦覧場所 環境部循環社会推進課、環境部環境対策課、亀田清掃センター 

東区役所、中央区役所、江南区役所、中央図書館（ほんぽーと） 

江南区文化会館 

 

４ 説 明 会 開催日時：令和５年７月２６日（水）午後７時から 

開催場所：亀田清掃センター 

 

５ 備 考 

 

縦覧書類は新潟市ホームページにも掲載します。 

 
＜お問い合わせ先＞ 

新潟市環境部循環社会推進課 整備グループ 

担当：川上、藤井 

電話 (025)226-1427(直通) 

環境影響評価とは、規模が大きく環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行うときに、事業者

自らが、事業を実施する前に、周辺環境の状況を調査し、事業を実施した場合に環境にどのよ

うな影響を与えるかについて、予測と評価を行い、その結果について市民や専門家等の意見を

聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための制

度です。 


